
私立学校振興費補助金交付要綱の一部改正新旧対照表 

現 行 改正後 

私立学校振興費補助金交付要綱（昭和37年６月19日岩手県告示第482号） 私立学校振興費補助金交付要綱（昭和37年６月19日岩手県告示第482号） 

 ［略］ ［略］ 

令和６年６月７日 一部改正 令和６年６月７日 一部改正 

 令和７年５月22日 一部改正 

 （補助金の交付の対象及び補助額）  （補助金の交付の対象及び補助額） 

第２ 第１に規定する経費及びこれに対する補助額は、次のとおりとする。 第２ 第１に規定する経費及びこれに対する補助額は、次のとおりとする。 

 経        費 補助額   経        費 補助額  

  ［略］     ［略］   

 

２ 教育改革推進特別経費 教育の質の向上を図る特色ある取組み

や子育て支援を推進する取組みとして次に掲げる措置を講じてい

る幼稚園、小学校、中学校、高等学校、特別支援学校又は幼保連

携型認定こども園（以下この項において「幼稚園等」という。）

を県内に設置する学校法人等（別に定めるものに限る。）が当該

幼稚園等を運営する場合に要する経常的経費 

 ［略］ 

  

２ 教育改革推進特別経費 教育の質の向上を図る特色ある取組みや

子育て支援を推進する取組みとして次に掲げる措置を講じている幼

稚園、小学校、中学校、高等学校、特別支援学校又は幼保連携型認

定こども園（以下この項において「幼稚園等」という。）を県内に

設置する学校法人等（別に定めるものに限る。）が当該幼稚園等を

運営する場合に要する経常的経費 

 ［略］ 

 

  (１) 教育の質の向上を図る学校支援経費     (１) 教育の質の向上を図る学校支援経費   

 

   ア [略] 

 

   イ ［略］ 

   ウ ［略］ 

   エ ［略］ 

   オ ［略］ 

   カ ［略］ 

   キ ［略］ 

 

  

   ア [略] 

   イ 外国人入学生受入れのための環境整備 

   ウ ［略］ 

   エ ［略］ 

   オ ［略］ 

   カ ［略］ 

   キ ［略］ 

   ク ［略］ 

 

 

    ク 教員業務支援員の推進       ケ 教員業務支援員の活用の推進   

 
 (２) ［略］ 

 (３) 学校における性被害防止対策 

 
  

 (２) ［略］ 

 （削除） 

 
 

  ［略］     ［略］   

 

５ 特色ある幼児教育等振興費 県内に幼稚園又は幼保連携型認定

こども園（以下この項において「幼稚園等」という。）を設置す

る学校法人等（別に定めるものに限る。）が当該幼稚園等を運営

する場合に要する経費のうち、次に掲げる幼児教育の質の向上を

図る特色ある取組等を行うために要する経常的経費 

 ［略］ 

  

５ 特色ある幼児教育等振興費 県内に幼稚園又は幼保連携型認定こ

ども園（以下この項において「幼稚園等」という。）を設置する学

校法人等（別に定めるものに限る。）が当該幼稚園等を運営する場

合に要する経費のうち、次に掲げる幼児教育の質の向上を図る特色

ある取組等を行うために要する経常的経費 

 ［略］ 

 

  (１) ［略］     (１) ［略］   

 (２) 幼稚園教諭に係る一種免許状保有の促進事業     (２) 幼稚園教諭に係る一種免許状等保有の促進事業   

 

 (３) ［略］ 

 

(４) ［略］ 

(５) ［略］ 

(６) ［略］ 

(７) 幼稚園における性被害防止対策支援事業 

 

  

 (３) ［略］ 

 (４) 幼児教育の質の向上のための緊急環境整備事業 

(５) [略] 

(６) [略] 

(７) [略] 

（削除） 

 

 

  ［略］    ［略］  



様式第２号オ（別表関係） 様式第２号オ（別表関係） 

 ［略］  ［略］ 

１ ［略］ １ ［略］ 

２ 幼稚園教諭に係る１種免許状保有の促進事業 ２ 幼稚園教諭に係る１種免許状等保有の促進事業 

 事 業 名 実 施 内 容   事 業 名 実 施 内 容  

        

３ ［略］ ３ ［略］ 

 ４ 幼児教育の質の向上のための緊急環境整備事業 

  事 業 名 実 施 内 容  

     

４ ［略］ ５ ［略］ 

５ ［略］ ６ ［略］ 

６  [略] ７  [略] 

７ 幼稚園における性被害防止対策支援事業 （削除） 

 事 業 名 実 施 内 容   

     

８  [略] ８  [略] 

 [略]  [略] 

備考 改正部分は、下線の部分である。 


